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• ジョイントベンチャーには多くの形態があり得る。米国において，
「ジョイントベンチャー」の確固とした定義はない。

• 競争者間でのあらゆる協働，共同出資又は企業結合としての要件
を欠く部分的所有はジョイントベンチャーと考えられ得る。

• そうしたラベルが適法性や分析を決定づけるものではない。むしろ，
そのジョイントベンチャーが競争に与える影響がジョイントベン
チャーの適法性を決定づけるものといえる。

• 一般に，コスト削減，新製品・サービスの開発・導入又は性能の改
善を目的に，２以上の企業がリソース（例：生産設備，研究開発の
取組，購買機能又は販売活動）を統合するジョイントベンチャーは
合法である。

ジョイントベンチャーには幅広く共同事業が含まれる
導入
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• ジョイントベンチャーの形態や形式，米国における企業結合
の事前届出制度上の届出義務の有無に関わらず，ジョイント
ベンチャーの設立・運営は米国反トラスト法の審査対象となる。

– 各企業が，製品・サービスの開発・生産・販売の面で契約上の協力関
係を結び得る。

– 各企業が，法人を設立し，当該法人に資産を拠出し，各企業がそれぞ
れ一定の株式を保有することもあり得る。

– ジョイントベンチャーが，親会社の全ての資産を統合（例：各親会社に
より部分的に所有されている完全機能のジョイントベンチャーに似た形
で，ある事業についての全部を拠出）することもあり得る。

– ジョイントベンチャーが，親会社の機能のうち一部の機能 （例：研究開
発，生産，販売又は購買ジョイントベンチャー）を担うこともあり得る。

業務提携の類型
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• ジョイントベンチャーの構造及び価値は，1976年ハート・ス
コット・ロディノ反トラスト改正法（HSR法）上の届出対象か否
かを決定する上で重要である。

• HSR法では，何人も，届出を提出し，かつ待機期間を遵守し
ない限り，一定の基準を超えて議決権付株式又は資産を取
得してはならないとされている。

– 非株式会社の持分（LP又はLLC）を取得する場合は，株式会社
の場合とは異なる取扱いをされる。

• 各企業は資産又は議決権付株式を拠出する必要がある：契
約のみによるジョイントベンチャーは届出対象外となる。

届出対象となるジョイントベンチャー
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• 取得される議決権付株式又は資産の価額が8440万ドル1未
満であれば，届出は必要ない。

• 取得される議決権付株式又は資産の価額2が3億3760万ドル
1より大きければ, 適用除外に当たらない限り，届出が必要と
なる。

• 8440万ドル1と3億3760万ドル1の間の場合，総資産又は純
売上高が1億6880万ドル1より大きい者3が，総資産又は純売
上高が1690万ドル1より大きい者3と結合するのであれば，届
出が必要となる。

届出基準
届出対象となるジョイントベンチャー（続き）

1. 数字は2018年において有効であり，毎年見直されている。

2.   HSR法は， 取得される議決権付株式及び資産の合算及び価額の算定についての詳細なルールを定めている。

3. 「者」とは「最終親会社」及びその支配下の企業をいい，「グループ」という概念と似たものである。
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• 例１: A社とB社は，ある工場で生産される製品の50%分をB社が調達・販
売するという契約を結んだ。

– この場合，議決権株式又は資産の取得を伴わないため，価額にかかわらず，
HSR法上，届出は必要ない。

• 例２: A社とB社がジョイントベンチャーを設立することで合意した。A社は，
9900万ドル相当の工場を提供し，B社は，1億100万ドル相当の工場を提
供する。A社は当該ジョイントベンチャーの49%を保有し，B社は51%を保
有することになる。各社は当該ジョイントベンチャーの保有比率に比例し
て，ジョイントベンチャーによる生産物を配分することで合意している。

– 当該ジョイントベンチャーがLLCであった場合，当該ジョイントベンチャーの支
配権（利益又は解散時における資産の50%を得る権利）を取得することとなら
ないため，A社は届出を要しない。

– 当該ジョイントベンチャーが株式会社であった場合，両者とも8440万ドルを超
えて議決権付株式を取得することとなるため，A社とB社は届出を提出する必
要がある。

例
届出対象となるジョイントベンチャー（続き）
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• 例３: A社がB社の40%を1億ドルで取得した。
– B社が株式会社であれば，A社は届出を提出する必要がある。
– B社がLLC又はLPであれば，届出は要しない。

• 例４: A社はゼネラル・パートナー（GP）を有するリミテッド・パート
ナーシップである。 GPはA社の日常の業務管理を行っており，リミ
テッド・パートナー・ユニットを保有するとともにインセンティブ配当
権（GPに事業拡大のインセンティブを与える権利）を保有している。
B社は，そのGPを取得しA社に対する営業上の支配権を取得した。
– GPがA社の利益又は解散時における資産の50%を得る権利を保有し
ていない場合，届出は要しない。

– この例における営業上の支配権の移転は，HSR法上の届出基準を満
たさない。

例（続き）
届出対象となるジョイントベンチャー（続き）
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ジョイントベンチャーの届出要否に関わらず，ジョイントベン
チャーの設立及び運営は，米国反トラスト法の適用対象となる。

ジョイントベンチャーの反トラスト法上の分析

シャーマン法第１条: 
不当に取引を制限する合意

シャーマン法第２条:
独占化行為，独占化行為の企図及び独占化のための共謀

連邦取引委員会法第５条:
不公正な競争方法

クレイトン法第７条: 
競争の実質的減殺



Confidential and Proprietary ©2018 Vinson & Elkins LLP  velaw.com 9

• まず，ジョイントベンチャーが常に又はほぼ常に競争を阻害する
類型の合意に当たるのかどうかを判断する。

– 「ある類型の合意では，競争を阻害する蓋然性が非常に高く，競争
促進的な利益を大きくもたらすことはないため，競争促進効果を特
別に調査するために必要となる時間及び費用を正当化できない。」

– 価格カルテル，入札談合，市場分割等

• 仮に妥当と思われる効率性又はリソースの統合があるのであれ
ば，裁判所及び当局は当該ジョイントベンチャーの競争に与え
る全体的な効果を評価することになる。

• 「当然違法として異議を申し立てられないような合意については，
全体的な競争への影響を判断するため，合理の原則の下で分
析される。」

ジョイントベンチャーの反トラスト法上の分析（続き）
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• 反競争的効果が明らか（例：妥当と考えられるリソースの統合がない）
又は合意が本質的に疑わしい場合，当局は当該ジョイントベンチャー
に異議申立てを行う。

• それ以外の場合，当該ジョイントベンチャーが競争に与える影響を全
体的に評価することになる。

– 市場シェア及び市場集中度

– 協業の形式

– 競争の締め出しとスピルオーバー効果

– 協業が親会社間における共謀を促進するか否か

– 参入の容易さ

– 競争促進的な利益

• これには，ジョイントベンチャーの設立段階における効果及びジョイン
トベンチャーの運営時の効果を分析することを含んでいる。

ジョイントベンチャーの反トラスト法上の分析（続き）
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• HSR法上の届出を要するジョイントベンチャーは，一般的に，
そのジョイントベンチャーが起こし得る全体的な効果を評価す
る「競争の実質的減殺基準」を用いて分析される。

• 当然違法の原則は届出対象のジョイントベンチャーにはめっ
たに適用されない。

ジョイントベンチャーの反トラスト法上の分析（続き）
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• 前記（６頁）の例２: A社とB社がジョイントベンチャーを設立することで合意した。A
社は， 9900万ドル相当の工場を提供し，B社は，1億100万ドル相当の工場を提
供する。A社は当該ジョイントベンチャーの49%を保有し，B社は51%を保有するこ
とになる。各社は当該ジョイントベンチャーの保有比率に比例して，ジョイントベン
チャーによる生産物を配分することで合意している。

– 届出対象であれば，競争当局は競争の実質的減殺分析を用いる。

– A社及びB社が競合する事業を有しているのであれば，当局は競合関係の近さの度合
い，市場集中度，市場に与える影響を調査することになる。

– A社及びB社がジョイントベンチャーに事業の全てを提供することで合意し，かつ当該ジョ
イントベンチャー以外の分野で競争していない場合，競争の実質的減殺分析で分析は
おそらく終了する。

• 反トラスト法は継続して適用される。

– A社及びB社はジョイントベンチャー設立後も競争し続けるため，当該ジョイントベン
チャーがその設立時に違法と判断されることは考えにくい。しかしながら，互いに競争す
るためにジョイントベンチャーを設立したA社及びB社は，競争し続けなければならない。
当然違法の原則又は省略された合理の原則は，親会社間における競争を回避する合
意に適用され得る。

例
ジョイントベンチャーの分析
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